
林野火災注意報・警報
東大阪市火災予防条例 改正

令和８年１月１日 運用開始!!

（画像：林野庁HPから引用）

林野火災注意報・警報とは？

令和７年２月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野
火災を受け、林野火災予防の実効性を高めることを目的と
し、林野火災が発生しやすい、又は発生した際の被害が大
きくなりやすい気象条件となった場合に発令されます。

注意報もしくは警報が発令された場合、火の
使用について制限され｢火入れ｣｢花火｣｢たき火｣
｢喫煙｣などの行為は禁止となります。

林野火災警報発令中に違反した場合の罰則

30万円以下の罰金又は拘留（消防法第４４条）



-お問い合わせ-
東大阪市消防局 警防部 予防課 072-966-9662

東消防署 072-983-0119

⑴ 山林、堤防、田畑等において火入れをしないこと。
⑵ 煙火（花火等）を消費しないこと。
⑶ 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
⑷ 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の
附近で喫煙をしないこと。
⑸ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると
認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと。

⑹ 残火（たばこの吸いがらを含む。）、取灰又は火粉を始末す
ること。

発令中における火の使用の制限
（東大阪市火災予防条例第３２条）

林野火災の防止にご理解とご協力をお願いします!

林野火災注意報・警報の発令状況など詳しくは、消防局ホームページ
や公式Instagram、公式Facebookをご覧ください。

東大阪市消防局HP

発令期間
毎年１月～５月まで 生駒山の森林と、その周囲１ｋｍの範

囲内にある土地

発令対象区域


